
（様式－1 表紙） 

 

１ 調査名称：近畿圏総合都市交通体系調査 

 

２ 調査主体：京阪神都市圏交通計画協議会 

 

３ 調査圏域：京阪神都市圏 

 

４ 調査期間：平成 24 年度 

 

５ 調 査 費：１６，１１７千円 

（総合都市交通体系調査） 

 

６ 調査概要： 

京阪神都市圏では、昭和 45 年以来、10 年間隔で４回のパーソントリップ調査（以下、Ｐ

Ｔ調査）を実施し、またＰＴ調査の中間年には昭和 50 年以来、４回の物資流動調査等を実

施する等、総合的な交通体系のあり方について検討を行ってきた。 

近年、京阪神都市圏を取り巻く経済社会情勢が大きく変化する中、都市交通に対する要請

も多様化してきており、総合都市交通体系調査においても、これらの変化へ柔軟に対応して

いくことが求められている。また、財政的制約が厳しさを増すなか、効率的な調査の実施が

重要な課題となってきている。 

このような背景のもと、京阪神都市圏交通計画協議会では、今後の総合的な交通体系の検

討等に用いる 新のデータを取得するために、第５回ＰＴ調査を実施することとし、平成 20

年度から実態調査実施に向けた検討を進め、平成 22 年度には実態調査を実施し約 150 万サ

ンプル（平日・休日計）のデータを収集した。 

平成 24 年度調査では、第５回ＰＴ調査で得られた調査データの不明項目を処理しデータ

の精度を高め、平成 22 年道路交通センサスデータ等に基づき検証を行った上でマスターフ

ァイルの更新及び基礎集計の更新を行った。 

また、公表されている将来推計人口をもとに拡大係数の付け替えを基本とする将来予測、

複数のシナリオに基づく将来予測を実施し、これを踏まえた計画課題の分析を行い課題提起

としてとりまとめた。更にクラウド型の集計・閲覧システムの構築、協議会ウェブサイトの

交通計画情報プラットフォーム化、政策基礎データ集の作成、活用事例集、活用の手引きを

作成、各種会議の運営補助などを行ったものである。 
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（様式－2a 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

 

１ 調査名： 近畿圏総合都市交通体系調査 

 

２ 調査体制 

 
 京阪神都市圏交通計画協議会（委員会） 

 （委員長：国土交通省 近畿地方整備局長） 

 
 

京阪神都市圏交通計画協議会（幹事会） 
 

（幹事長：国土交通省 近畿地方整備局 企画部長） 
 
 
 京阪神都市圏交通計画協議会（技術連絡会） 

 （会長：国土交通省 近畿地方整備局 企画部広域計画課長） 

 
 京阪神都市圏交通計画協議会（事務局） 
 （事務局長：国土交通省 近畿地方整備局 企画部広域計画課長補佐） 

 

（平成25年３月） 

 

３ 委員会名簿等 

京阪神都市圏交通計画協議会 構成機関 

・滋賀県 

・京都府 

・大阪府 

・兵庫県 

・奈良県 

・和歌山県 

・京都市 

・大阪市 

・堺市 

・神戸市 

 ・国土交通省 

・西日本高速道路（株） 

・阪神高速道路（株） 

・（独）都市再生機構 

・関西鉄道協会 

・近畿バス団体協議会 
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（様式－3a 調査成果） 

Ⅱ 調査成果 

 

１ 調査目的 

近年、京阪神都市圏を取り巻く経済社会情勢が大きく変化する中、都市交通に対する要請

も多様化してきており、総合都市交通体系調査においても、これらの変化へ柔軟に対応して

いくことが求められている。また、財政的制約が厳しさを増すなか、効率的な調査の実施が

重要な課題となってきている。 

このような背景のもと、京阪神都市圏交通計画協議会では、今後の総合的な交通体系の検

討等に用いる 新のデータを取得するために、第５回ＰＴ調査を実施することとし、平成 20

年度から実態調査実施に向けた検討を進め、平成 22 年度には実態調査を実施し約 150 万サ

ンプル（平日・休日計）のデータを収集した。 

平成 24 年度調査では、第５回ＰＴ調査で得られた調査データの不明項目を処理しデータ

の精度を高め、平成 22 年道路交通センサスデータ等に基づき検証を行った上でマスターフ

ァイルの更新及び基礎集計の更新を行った。また、公表されている将来推計人口をもとに拡

大係数の付け替えを基本とする将来予測、複数のシナリオに基づく将来予測を実施し、これ

を踏まえた計画課題の分析を行い課題提起としてとりまとめた。更にクラウド型の集計・閲

覧システムの構築、協議会ウェブサイトの交通計画情報プラットフォーム化、政策基礎デー

タ集の作成、活用事例集、活用の手引きを作成、各種会議の運営補助などを行ったものであ

る。 

 

２ 調査フロー 
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３ 調査圏域図 

 

 

 

 

第４回ＰＴ調査圏域 
第４回ＰＴ調査圏域 

 

第５回ＰＴ調査圏域 
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（様式－3b 調査成果） 

４ 調査成果 

 

１） オリジナルデータの改善 

① データ整備の経緯 

第５回ＰＴ調査では、平成 22 年度に回収調査票の電算入力とコーディングを実施した。

また、平成 23 年度には、このコーディング後データを基にマスターファイル作成に向け

たデータ整備を実施した。その際、不明処理に関してはゾーン不明をなくすことに主眼

をおいた処理を行っており、その他の項目については不明が残る状況であった。また、

平成 22 年度道路交通センサスデータが公表されていなかったため、平成 17 年度道路交

通センサスを用いた補正を行い、マスターファイル【速報版】を作成した。 

以上のような状況を踏まえ、平成 24 年度には目的や交通手段、時刻、鉄道駅等に関す

る不明処理及び平成 22 年度道路交通センサスデータを用いた補正を行った。 

 

②  データ整備の基本方針 

不明項目の状況などを鑑みて、データ整備にかかる処理内容を以下のように決定し、

データ整備を実施した。 

項 目 自動修正方針

目的
個人属性（年齢、職業等）やOD、到着施設などで詳細に分類し、不明がないデータでの目的
比率で不明を含むサンプルを案分し目的を割り当てる

手段 不明を含まないデータのトリップパターンから手段別に案分

時間
トリップの発時刻又は着時刻のいずれかが判明している場合
→同一ＯＤでの交通手段別の平均速度から不明側の発時刻、着時刻を設定
→トリップの発・着時刻ともに不明の場合は、統計処理を行わない

鉄道駅 不明を含まないデータのトリップパターンから鉄道駅を特定
 

③  データ整備の結果 

上述の方針でデータ整備を進めた結果、以下に示す改善効果が得られた。 

・目的不明    ：3.2％→0.0％ 

・代表交通手段不明：8.8％→0.3％ 

・時刻不明    ：11.9％→10.5％ 

・駅名不明    ：7.3％→3.1％ 
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２） マスターファイルの検証及び更新 

平成 23 年度に作成したマスターファイル【速報版】について、平成 22 年度道路交

通センサス等の 新の外生データに基づきマスターファイルの検証を行った。 

第５回調査は郵送調査であるため、調査員が回収時に不明な項目を確認できていな

い。また、平成 23 年度に実施した OD 不明処理の方法によって交通手段による有効票

と無効票の割合に偏りが生じていることが考えられることから、無効票により交通手

段別のトリップ数の割合に偏りが生じていたため、これを調整する処理を行った。 

 

表 無効票に伴う交通手段構成比率の補正係数 

 

 

その上で、出勤・登校トリップについては国勢調査（平成 22 年）、自由・業務トリ

ップについては道路交通センサス（平成 22 年）との比較により、必要に応じてトリッ

プ数を補正した。 

 

表 就業・従業者数、就学・従学者数のＰＴ調査（速報版）と国勢調査（平成 22 年）の比較 
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出勤・登校は 

補正なし 

 

表 自由目的・業務目的発生集中量の道路交通センサスとの比較 

（物の輸送を伴う自家用貨物車・乗用車チェーントリップ群削除後） 

 



３） 将来予測の実施 

人口減少や少子高齢化等の進展に伴って、交通の量的な拡大が見込めない状況であ

るため、平成 23 年度に検討した将来予測の実施内容を踏まえ、質的な変化に配慮した

予測手法を選択・採用した。具体的には、ＰＴデータの特徴であるトリップ主体の個

人属性やトリップ特性を生かし、現況ＰＴデータを将来人口構成に整合するように拡

大係数を付け替える簡便な手法を用いて、将来交通の動向を見通した。 
 

 ・生成交通量は、10 年後：６％減、20 年後：14％減、50 年後：40％減 

・少子・高齢化に伴い、出勤・登校トリップが大幅に減少 
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図 近畿圏全体の目的別トリップ数の将来変化 

 

４） 計画課題の分析、全体とりまとめ 

都市圏としての広域的な観点から、環境に配慮した交通、移動困難者の動き、地域

活性化・観光振興、防災・減災等に着目した計画課題の分析及び取りまとめを行った。 
 

＜公共交通の利用実態の動向と地域別交通体系の方向性＞ 
 

 ・人口減少・高齢化により、鉄道利用は 20 年後に約 20％、50 年後に約 45％減少 

・人口密度が概ね 5,000 人/km2よりも多いエリア（概ね都心部、都心周辺部）は公共

交通を中心とした交通体系を目指す。それ以下の人口密度のエリア（概ね郊外部、

地方部）については、より公共交通型にするか、あるいは自動車中心の交通体系

にするのかを選択する必要があると考える。 
 

 
図 近畿圏の代表交通手段別トリップ数の将来変化 図 市区町村別の人口密度と手段分担率 



＜若者世代の動向と外出機会の創出＞ 
 

 ・若者世代（20～39 歳）の外出率・生成原単位は著しい減少傾向。単身世帯の外出

率、生成原単位も低い傾向 

 ・若者層のトリップについては、特に自動車の減少が顕著である。都心部の単身世

帯における自動車保有率は１割程度であり、自動車トリップの減少傾向は今後も

継続すると見込まれる。 

・こうしたトリップの減少は消費活動減少に繋がり、都市・地域の持続的な発展や

効率的な運用に影響を及ぼすことから、交通とまちづくりの両面から若者層の外

出機会を創出・増加させる政策が必要と考える。 
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図 20～30 歳台の代表交通手段別トリップ数の推移 図 地域別・世帯構成別の自動車保有率 
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＜モビリティの創出や観光振興 ～歩いて楽しいまちづくり～＞ 
 

 ・京都市都心部では、公共交通利用の来訪者の方が自動車より長くなっている。ま

た、年齢階層別に見ると、中高年層よりも若者世代の滞留時間の方が長い。 

・京都市都心部の主要駅を降車した後の平均移動距離は 300～500m 程度に留まって

おり、歩行者回遊を支援する交通施策（料金施策）や仕掛け（まちなかバルなど）

が重要になると考える。 
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＜帰宅困難者数の把握と避難歩行者のボトルネック箇所の抽出＞ 
 

 ・大阪駅周辺地区では昼間時に滞留者数がピークとなり、このうち居住地が 10km 以

上離れた人は、平日で約 32 万人、休日で約 10 万人となっている。 

・自宅、勤務・通学先を除いた滞留者は平日で約 9 万人、休日で約 12 万人であり、

昼間時に災害が発生した場合、平日では勤務・通学先での一時滞留、休日では業

務・商業系施設と連携した滞留者対応が必要になると考える。 
 

 

 



５） データ利活用システムの構築 

① 集計・閲覧システムの構築 

平成 23 年度に構築した速報版データでのシステムを元に、協議会構成団体から寄せ

られた指摘・意見を踏まえ、データ集計・閲覧システムのの機能充実・改善を図った。 

なお、データ集計システムは、広く公開することを念頭に置いてクラウド・コンピュ

ーティング型のシステムとして構築した。主な仕様は以下のとおりである。 

 

クロス集計項目と抽出項目 世帯属性、個人属性、トリップ特性すべての項目が集計可能

７重クロスまで可能 
多重クロス集計 

（※第４回データ集計システムでは３重クロスまで） 

単年度集計のＯＤ交通量、 
アンリンクトトリップ単位で集計可能 

発生・集中量 
 

  

図 集計システムの選択・結果出力画面 

 

図 閲覧システムの画面 
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 ② 協議会ウェブサイトの交通計画情報プラットフォーム化 

協議会ホームページを活用してＰＴデータに関する情報を一元化し、わかりやすく情

報を入手できる情報プラットフォーム「交通計画情報プラットフォーム」を構築した。 

情報提供内容 説明

データ集計システム
自由度の高い集計が可能なクラウド型データ集計システム。
利用者はマスターファイルを扱うことなく集計結果が出力できる。

データ閲覧システム
頻繁に利用される集計表が入手できる集計データのダウンロード
サービス（クラウド型データ閲覧システム）。

データの取り扱いマニュアル
データ集計システム、データ閲覧システムやマスターファイルの利
用方法を案内するマニュアル。

用語集
ＰＴ調査に関する用語集（一般の人にもわかるよう、なるべく平易
な表現を使用）。

活用事例集
ＰＴデータに関する活用事例集。特に分析者による利用を意識して、
どのようなデータを用いてどのように分析したのかを解説。

外生データのリンク集
他の交通統計データ、人口や産業などの統計データの入手方法
を整理したリンク集を掲載。
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６） 交通計画支援システムの検討・構築 

① 政策評価基礎データ集の作成 

ＰＴ本体調査とともに実施した「交通に関する意識調査」の結果も踏まえ、府県政令

市及び関係自治体等が交通政策評価の基礎データとして活用できるように、代表的な政

策ロジックを整理し、交策評価に必要な基礎データ集としてとりまとめた。 

 

 



 

図 政策ロジックを用いた交通政策立案・評価イメージ 

 

② 「活用事例集（事例カルテ）」、「活用の手引き（仮称）」の作成 

平成 23～24 年度に実施した各機関の基礎分析、テーマ対応分析等について、都市圏

全体で共有できる活用事例集・事例カルテとしてとりまとめた。 

また、自治体職員等がＰＴデータを交通計画等に有効活用するための手引き書を作成

した。 

 

  

図 活用事例集（抜粋） 
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６）公表資料の作成 

各自治体及び関係行政機関を主対象として、ＰＴ調査の結果報告及び調査データの

ＰＲを行うことを目的として、パンフレットを作成した。 

また、マスターファイルの確定に伴い、平成 24 年 12 月に確定集計結果としての公

表結果を作成し、記者発表も行った。集計結果については、京阪神都市圏交通計画協

議会ＨＰのトップページにバナーを掲載し、ＰＤＦ形式で公表した。 
 

 

図 京阪神都市圏交通計画協議会ホームページ画面 

 

７）各種会議の運営補助 

京阪神都市圏交通計画協議会 合同会議（第 3 回～第 43 回）、学識経験者会議、幹

事会、PT 勉強会の運営補助を行った。 
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